
  

 
 
 

日時：平成２１年１０月５日（月）  
午前１０時００分～午前１２時００分  
場所：京都全日空ホテル 平安の間  

 
 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 議事 

 (1) 会長選出 

(2) 諮問 

(3) 会長あいさつ 

(4) 部会等の設置及び役職者の指名 

(5) 資料説明 

(6) 意見交換 

(7) 事務連絡 

 

４ 閉会 

 

 



2009/10/05 

第１回京都市基本計画審議会 配席図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

委員１４名 

× 

４列 

（
出
入
口
）

浅
岡
委
員 

秋
月
委
員 

麻
生
委
員 

浅
利
委
員 

荒
牧
委
員 

安
保
委
員 

石
田
委
員 

池
坊
委
員 

市
川
委
員 

板
倉
委
員 

岩
井
委
員 

乾

委

員 

江
頭
委
員 

上
村
委
員 

遠
藤
委
員 

大
島
委
員 

尾
池
委
員 

小
幡
委
員 

大
前
委
員 

梶
田
委
員 

朧
谷
委
員 

加
茂
委
員 

加
藤
委
員 

小
島
委
員 

河
村
委
員 

繁
田
委
員 

齊
藤
委
員 

篠
原
委
員 

菅
原
委
員 

孫

委

員 

髙
田
委
員 

髙
嶋
委
員 

田
中
翔
委
員 

立
石
委
員 

谷
口
委
員 

田
中
誠
二
委
員 

辻

委

員 

塚
口
委
員 

富
樫
委
員 

土
井
委
員 

長
屋
委
員 

仲
上
委
員 

西
脇
委
員 

西
村
委
員 

橋
爪
委
員 

原

委

員 

濱
崎
委
員 

細
田
委
員 

平
井
委
員 

光
本
委
員 

松
山
委
員 

村
井
委
員 

宗
田
委
員 

山
内
委
員 

本
村
委
員 

副会長 

副会長 

会長 

副会長 

細見副市長 

門川市長 

星川副市長 

由木副市長 

総合企画局長 

財政担当局長 

環境政策局長 

行財政局長 

環境政策局
環境企画部長 

行財政局財政部長 

行財政局総務部長 

行財政局人事部長 

産業観光局商工部長  

文化市民局
共同参画社会推進部長 

都市計画局
都市企画部長 

保健福祉局
保健福祉部長 

東山区区民部長
（当番区） 

建設局建設企画部長 

消防局総務部長 

交通局企画総務部長 

上下水道局総務部長 

教育委員会事務局
総 務 部 長 

総合企画局政策企画室
京都創生推進部長 

スクリーン
事務局席（２５席） 
（予備席（１７席）） 

記者席 
（１５席） 

 
傍聴席（３０席） 

西
岡
委
員 

司会 

総合企画局政策企画室長  

スクリーン



京都市基本計画審議会委員名簿 
（５０音順，敬称略，平成２１年１０月５日現在） 

 

・ 秋月
あきづき

 謙吾
け ん ご

 京都大学大学院公共政策連携研究部教授 

・ 浅岡
あさおか

 美恵
み え

 ＮＰＯ法人気候ネットワーク代表，弁護士 

・ 朝原
あさはら

 宣
のぶ

治
はる

 北京オリンピックメダリスト，大阪ガス株式会社 

・ 浅利
あ さ り

 美鈴
み す ず

 京都大学環境保全センター助教 

・ 麻生
あ そ う

 圭子
け い こ

 エッセイスト 

・ 安保
あ ぼ

 千秋
ち あ き

 弁護士 

・ 荒牧
あらまき

 敦子
あ つ こ

 社団法人認知症の人と家族の会京都府支部代表 

・ 池 坊
いけのぼう

 由紀
ゆ き

 華道家元池坊次期家元 

・ 石田
い し だ

 捨
すて

雄
お

 株式会社京都環境保全公社取締役会長 

・ 板倉
いたくら

 豊
ゆたか

  西京区基本計画策定審議会議長，京都精華大学人文学部環境社会学科教授 

・ 市川
いちかわ

 貢
みつぐ

  北区基本計画策定懇談会座長，京都産業大学経営学部教授 

・ 乾
いぬい

 亨
こう

     立命館大学産業社会学部教授 

・ 岩井
い わ い

 吉彌
よ し や

 元京都大学大学院農学研究科教授 

・ 上村
うえむら

 多恵子
た え こ

 詩人，京南倉庫株式会社代表取締役社長 

・ 江頭
えがしら

 節子
せ つ こ

 弁護士 

・ 遠藤
えんどう

 有理
ゆ り

 公募委員 

・ 尾池
お い け

 和夫
か ず お

 財団法人国際高等研究所所長，前京都大学総長 

・ 大島
おおしま

 祥子
さ ち こ

 スーク創生事務所代表，楽洛まちぶら会事務局 

・ 大前
おおまえ

 絵
え

美
み

 公募委員 

・ 織田
お だ

 直
なお

文
ふみ

 山科区基本計画策定委員会座長，京都橘大学現代ビジネス学部都市環境デザイン学科教授  

・ 小幡
お ば た

 正雄
ま さ お

 公募委員 

・ 朧
おぼろ

谷
や

 壽
ひさし

 上京区基本計画策定委員会委員長，同志社女子大学名誉教授 

・ 梶田
か じ た

 真
しん

章
しょう

 本山獅子谷法然院貫主 

・ 柏原
かしはら

 康夫
や す お

 株式会社京都銀行頭取，社団法人京都市観光協会会長，社団法人京都府観光連盟会長 

・ 上総
か ず さ

 周
しゅう

平
へい

 国土交通省近畿地方整備局長 

・ 加藤
か と う

 博史
ひ ろ し

 龍谷大学短期大学部社会福祉科教授 

・ 加茂
か も

 みどり 大阪ガス株式会社エネルギー・文化研究所主任研究員 

・ 川崎
かわさき

 雅史
ま さ し

 京都大学大学院工学研究科教授 

・ 河村
かわむら

 律子
り つ こ

 立命館大学国際関係学部国際関係学科准教授 

・ 小島
こ じ ま

 冨
ふ

佐
さ

江
え

 ＮＰＯ法人京町家再生研究会理事・事務局長 

・ 齊藤
さいとう

 修
おさむ

  京都新聞社代表取締役社長 

・ 繁田
し げ た

 正子
ま さ こ

 京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学講師 

・ 茂山
しげやま

 千
せん

三郎
ざぶろう

 大蔵流狂言師 

・ 篠原
しのはら

 総一
そういち

 同志社大学大学院経済学研究科教授 
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・ 菅原
すがはら

 さと子
こ

 社団法人京都市私立幼稚園協会前副会長 

・ 孫
そん

 美幸
み へ ん

  立命館大学大学院社会学研究科博士後期課程 

・ 髙
たか

嶋
しま

 学
まなぶ

  京都府政策企画部長 

・ 髙
たか

田
だ

 光雄
み つ お

 京都大学大学院工学研究科教授 

・ 竹下
たけした

 義樹
よ し き

 社団法人京都市身体障害者団体連合会副会長，弁護士 

・ 立石
たていし

 義雄
よ し お

 京都商工会議所会頭 

・ 田中
た な か

 翔
しょう

  公募委員 

・ 田中
た な か

 誠二
せ い じ

 学校法人大和学園学園長 

・ 谷口
たにぐち

 知
とも

弘
ひろ

 中京区基本計画策定委員会座長，同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 

・ 塚口
つかぐち

 博司
ひ ろ し

 立命館大学理工学部都市システム工学科教授 

・ 辻
つじ

 俊子
と し こ

  公募委員 

・ 津止
つ ど め

 正敏
まさとし

 南区基本計画策定委員会代表，立命館大学産業社会学部現代社会学科教授 

・ 土井
ど い

 勉
つとむ

  右京区基本計画策定委員会座長，神戸国際大学経済学部都市環境・観光学科教授  

・ 富樫
と が し

 ひとみ 公募委員 

・ 仲上
なかがみ

 健一
けんいち

 下京区基本計画策定委員会座長，立命館大学政策科学部政策科学研究科教授 

・ 長屋
な が や

 博久
ひろひさ

 京都市ＰＴＡ連絡協議会前副会長 

・ 新川
にいかわ

 達郎
たつろう

 未来の京都創造研究会座長，同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 

・ 西岡
にしおか

 正子
しょうこ

 佛教大学四条センター所長・教育学部教育学科教授 

・ 西村
にしむら

 明美
あ け み

 柊家株式会社取締役 

・ 西脇
にしわき

 悦子
え つ こ

 京都市地域女性連合会会長 

・ 橋爪
はしづめ

 紳也
し ん や

 伏見区基本計画策定委員会座長予定者，大阪府立大学観光産業戦略研究所長 

・ 濱崎
はまさき

 加奈子
か な こ

 伝統文化プロデュース連ＲＥＮ代表 

・ 原
はら

 健
たけし

  社会福祉法人京都市社会福祉協議会会長 

・ 平井
ひ ら い

 誠一
せいいち

 京都市未来まちづくり 100 人委員会代表幹事，株式会社西利代表取締役専務 

・ 藤井
ふ じ い

 聡
さとし

  京都大学大学院工学研究科教授 

・ 藤田
ふ じ た

 晶子
あ き こ

 株式会社京都リビング新聞社営業・編集統括マネージャー 

・ 細田
ほ そ だ

 一三
か ず み

 日本労働組合総連合会京都府連合会事務局長 

・ 堀場
ほ り ば

 厚
あつし

  京都経済同友会特別幹事，株式会社堀場製作所代表取締役会長兼社長 

・ 松山
まつやま

 大耕
だいこう

 未来の担い手・若者会議Ｕ３５議長，妙心寺塔頭・退蔵院副住職 

・ 光本
みつもと

 大助
だいすけ

 公募委員 

・ 宗田
む ね た

 好史
よしふみ

 次代の左京まちづくり会議座長，京都府立大学大学院生命環境科学研究科（環境科学専攻）准教授  

・ 村井
む ら い

 信夫
の ぶ お

 各区市政協力委員連絡協議会代表者会議幹事 

・ 本村
もとむら

 哲
てつ

朗
ろう

 公募委員 

・ 森
もり

 洋一
よういち

  社団法人京都府医師会会長 

・ 山内
やまうち

 五百子
い ほ こ

 社団法人京都市保育園連盟常任理事 

・ 山
やま

折
おり

 哲雄
て つ お

 東山区基本計画策定委員会座長，宗教学者         （計７０名） 
 



   京都市基本計画審議会条例 

（設置） 

第１条 京都市基本構想を実現するための基本的な計画で，市政全般にわたり総合的かつ

体系的に定めるもの（以下「基本計画」という。）について，市長の諮問に応じ，調査

し，及び審議するため，京都市基本計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は，委員７０人以内をもって組織する。 

２ 委員は，学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから，市長が委嘱し，

又は任命する。 

（委員の任期） 

第３条 委員は，基本計画に関する審議が終了したときは，解嘱され，又は解任されるも

のとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，委員の互選により定め，副会長は，会長が指名する。 

３ 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，副会長（副会長が２人以上ある

ときは，あらかじめ会長が指名する副会長）がその職務を代理する。 

（招集及び議事） 

第５条 審議会は，会長が招集する。 

２ 会長は，会議の議長となる。 

３ 審議会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決すると

ころによる。 
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５ 審議会は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対して，意見の陳述，説明そ

の他の必要な協力を求めることができる。 

（部会） 

第６条 審議会は，専門の事項を調査し，及び審議させるため必要があると認めるときは，

部会を置くことができる。 

２ 部会は，会長が指名する委員をもって組織する。 

（委員会） 

第７条 審議会は，部会の調査及び審議の内容を調整させるとともに，基本計画におい

て定めるべき市政の各分野における基本的な方針その他の重要事項に関し，横断的な

調査及び審議を行わせるため，必要があると認めるときは，委員会を置くことができ

る。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，審議会に関し必要な事項は，市長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２１年７月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず，最初の審議会は，市長が招集する。 



   京都市基本計画審議会条例施行規則 

（部会） 

第１条 京都市基本計画審議会（以下「審議会」という。）の部会ごとに部会長及び副部

会長を置く。 

２ 部会長は，会長が指名し，副部会長は，部会長が指名する。 

３ 部会長は，その部会の事務を掌理する。 

４ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

（委員会） 

第２条 審議会の委員会の構成員は，次に掲げる委員とする。 

   副会長 

   部会長 

   副部会長 

  会長が指名する委員 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は，副会長（副会長が２人以上あるときは，あらかじめ会長が指名する副会長）  

をもって充て，副委員長は，委員長が指名する。 

４ 委員長は，委員会の事務を掌理する。 

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 

（庶務） 

第３条 審議会の庶務は，総合企画局において行う。 

（補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が定める。 

   附 則 

 この規則は，平成２１年７月１日から施行する。 





 

 

 

京都市基本計画策定方針 

 

 

１ 策定の趣旨 

  本市は，平成１３（２００１）年から２５年間のまちづくりの方針を理念的に示

す「京都市基本構想」の下，今日的な社会経済情勢を踏まえ，地域主権時代のモデ

ル都市を目指した今後１０年間の京都の未来像と主要政策を明示する都市経営の

基本となる計画として，次期京都市基本計画（以下「基本計画」という。）を策定

する。 

不透明感の強い混迷の時代にあって，未来の京都の在るべき姿，京都の選択を大

局的かつ的確に分かりやすく示すことによって，「共汗」と「融合」をキーワード

に，市民と行政とが目標，責任，行動を共有することが求められている。このため，

基本計画は，単なる「行政計画」ではなく，市民と行政とが役割分担し，協働する

「共汗型計画」として策定する。 

策定に当たっては，①「徹底した市民参加と徹底した職員参加」，②「徹底した

未来志向」，③「実現に向けた道筋を描く徹底した戦略性の追求」を重点とする。 

  また，京都市基本構想の下での同列・補完の関係にある各区基本計画と，十分な

整合と連携を図る。 

 

２ 基本計画の構成 

(1) 基本計画の期間 

  基本計画の期間は，平成２３年度から１０年間とする。 

 

(2) 基本計画の名称 

  「共汗型計画」として，市民と共有する親しみやすい名称を，公募により定める。 

 

(3) 基本計画の構成 

「未来の京都創造研究会」報告書を踏まえ，次の構成を基本とする。 

ⅰ 基本方針 

・ 基本計画の在り方 

・ 都市経営の理念 

・ 検討の視点・背景 

ⅱ 京都の未来像と重点戦略 

ⅲ 分野別方針 

ⅳ 行政経営の大綱 

ⅴ 基本計画の推進体制や点検・評価の方法 
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３ 基本計画の策定体制 

(1) 京都市基本計画審議会の設置 

学識者をはじめ，各種団体の代表者や公募による市民など各界各層の方々で構成

される京都市基本計画審議会（以下「審議会」という。）を設置し，徹底した議論

により知恵と汗で基本計画案を練り上げる。 

審議会には，基本方針及び京都の未来像と重点戦略などを審議するため，「融合

委員会」を設置する。 

また，効率的に議論を行うため，４つの「共汗部会」を設置する。 

・ うるおい部会：環境，市民生活，文化など 

・ 活性化部会：産業，観光，行政経営など 

・ すこやか部会：福祉，保健，教育など 

・ まちづくり部会：都市計画，住環境，都市基盤など 

 

(2) 庁内の策定体制 

  京都市基本計画策定推進本部を設置し，共汗と融合の視点に立つ全庁を挙げた徹

底した議論を行うとともに，活発な審議会運営に向けた審議材料の作成など適切な

対応を行う。 

 

(3) 市民参加，市会での審議 

「未来の京都創造研究会」からの報告や「１万２千人市民アンケート」の結果を

はじめ，設置予定の「未来の担い手・若者会議Ｕ３５」の意見や基本計画案に対す

るパブリック・コメントなどの市民意見を最大限に反映させる。 

策定過程の節目において市会へ検討状況を報告し，市会における十分な審議の結

果を，計画の策定に反映させる。 

 

(4) 策定の時期 

審議会から答申を受け，平成２２年中に市会の議決を得て策定する。 

  



 

京都市基本計画審議会スケジュール（案） 

 

審議会     
総会 融合委員会 共汗部会 

（各部会共通） 
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（担当分野を中心に） 
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（担当分野を中心に） 
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・第２次案の審議 
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・答申案の審議 
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第２次案の検討 

パブリックコメント 

第３回 

第２回 

パブリックコメント 

答 申 

第１次案の検討 

第１次案の検討 

第２次案の検討 

第１次案の決定 

第２次案の決定 

第１回（10/5） 

 
 
 
 
 

４回程度開催 
 

・ 分野別方針の検討 
（主として政策の検討） 

 

 
 
 

３回程度開催 
 

・ 京都の未来像と重点戦略の
検討 

 

２回程度開催 
 

・ 分野別方針の検討 
（主として施策の検討) 

１回程度開催 
 

・ 京都の未来像と戦略の磨き
上げ 

資料５ 



 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          行   政 

   

 

 
■■ 融合の視点に立つ全庁を挙げた徹底した議論 

■■ 活発な審議会運営のため，審議材料の提供など適切な対応 

■■ 基本計画策定方針及び審議会答申を踏まえた計画案の決定 

 

           審議会 

 
 

 

 
■■ 徹底した議論で広く市民意見を吸収し，知恵と汗で練り上げる

 

 

 

市 長 
 

市 会 

 

報告・提案 

 

 

意見・議決 

＜京都市基本計画策定推進本部＞ 
 

 

＜本部会議＞ 
本 部 長：市 長 
副本部長：３副市長 
本 部 員：管理者・政策監・局区長 

＜幹事会＞ 
幹 事 長：政策企画室長 
副幹事長：京都創生推進部長 
幹  事：各局区等庶務担当部長等 

＜分野別・局別ワーキング＞ 
各局等の部課長級 

徹底した 
職員参加 

徹底した 
市民参加 

＜京都市基本計画審議会＞ 

 

会 長 
 

諮 問 

 

 

答 申 

次期京都市基本計画の策定の進め方 

＜次期京都市基本計画策定支援ＰＴ＞ 
     公募職員及び局区の企画担当係長等 

職員提案募集 
未来像，重点戦略を

テーマに募集 

＜融合委員会＞ 
 正副会長，正副部会長，「未来の京都創

造研究会，京都市未来まちづくり１００

人委員会，未来の担い手・若者会議Ｕ３

５」の各代表（計 15 名）  

提 案 
 

局
別 

ワ
ー
キ
ン
グ

分野横断的な５つ
の視点で融合 

分野別 

ワーキング 

・市民参画事業の支援 
・審議会運営及び計画策定に係る連絡・調整 
・新たな行政経営システムの検討 

提出 

次期京都市基本計画とは 
 

・ まちづくりの方針を理念的に示

す京都市基本構想の下，今日

的な社会経済情勢を踏まえ，地

域主権時代のモデル都市を目

指した今後１０年間の京都の未

来像と主要政策を明示する都市

経営の基本となる計画 

・ 平成２２年中に市会の議決を経

て策定 

＜総 会＞ 
全員（計７０名；学識者１５名，各種団体・

ＮＰＯの代表者等 3４名，各区基本計

画策定委員会等の代表１１名，行政機

関２名，公募 8 名） 

＜共汗部会＞ 
正副会長以外の委員（各部会１６，１７名） 

＜代表会議＞
各局等庶務担当部長，

当番区区民部長等

・ 京都の未来像と重点戦略を検討 

・ 計画の全体調整 

うるおい 

部 会 

活性化 

部 会 

すこやか

部会 

まちづくり 

部 会 

・ 分野別方針を検討 

○○○ 京都市未来まちづくり 100 人委員会     

○○○ 若者提案（「私と京都のマニフェスト」，「京・未来予想図」） 

○○○ 子ども絵日記（「きょうと絵画・絵日記・ポスター」） 

○○○ おむすびミーティング 

○○○ シンポジュウム，パブリック・コメント

広範な市民参画により，計画を策定 

○○○ １万２千人市民アンケート 

○○○ 各種団体ヒアリング 

○○○ 近隣自治体ヒアリング 

○○○ 基本計画点検結果  

○○○ 将来推計人口等各種データ 

意見提出，支援 

未来の京都創造研究会 
平成 20 年 10 月設置 

新進気鋭の若手研究者 12 名で構成

 

基本計画策定に向けた本格的な

議論のための検討素材を作成 
 
① 基本計画の在り方（基本計

画の枠組み，策定手法等） 

② 京都の未来像と重点戦略

（目標，課題，取組方策） 
 ※ 平成 21 年 5 月「中間報告」提出 

     同年 8 月「最終報告」提出 

未来の担い手・ 
若者会議Ｕ３５ 

平成 21 年 9 月 24 日設置 
26 名で構成 

・ 意見提案 

・ 市民参画事業のサポート 

 

平成２１年９，１０月 

・次期基本計画策定方針の決定 

・基本計画審議会の設置(10 月 5 日)

平成２２年４月頃 

・第１次案の作成 

平成２２年９月頃 

・第２次案の作成

平成２２年１１月頃 

・答申 

市基本計画の策定スケジュール

基本計画案を市会へ付議

平成２１年７月１０日 

・第１回本部会議の開催 

 

・ 基本構想に基づく各区の個

性を生かした魅力ある地域づ

くりの指針となる計画 

・ 区基本計画策定委員会を設

置し，平成２２年度内に策定

各区基本計画の策定

連携 

▼ 部会等を設置し，基本計画策

定に向けた審議を開始 

資料６ 



京都市基本計画審議会資料

この１０年，これからの１０年この１０年，これからの１０年
～現行基本計画の～現行基本計画の総括総括及び及び

京都市を取り巻く京都市を取り巻く現状と課題～現状と課題～

平成平成２１２１年年１０１０月月５５日日

京都市総合企画局京都市総合企画局

資料７
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本日報告する内容

１ 基本計画の位置付け

２ 現行基本計画に基づく取組状況

３ 京都市を取り巻く現状と課題

４ 京都未来まちづくりプランの取組
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１ 基本計画の位置付け



4

京都市の総合計画の体系
都市理念（都市の理想像） 昭和５３年１０月

世界文化自由都市宣言

都市理念（都市の理想像） 昭和５３年１０月

世界文化自由都市宣言

市政の基本方針 平成１１年１２月

京都市基本構想（２００１～２０２５年）
２１世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想

市政の基本方針 平成１１年１２月

京都市基本構想（２００１～２０２５年）
２１世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想

平成１３年１月

京都市基本計画
（２００１～２０１０年）

基本構想の具体化のために全市的観点から
取り組む主要な政策を示す計画

平成１３年１月

京都市基本計画
（２００１～２０１０年）

基本構想の具体化のために全市的観点から
取り組む主要な政策を示す計画

平成１３年１月

各区基本計画
（２００１～２０１０年）

基本構想に基づく各区の個性を生かした
魅力ある地域づくりの指針となる計画

平成１３年１月

各区基本計画
（２００１～２０１０年）

基本構想に基づく各区の個性を生かした
魅力ある地域づくりの指針となる計画

実施計画

安らぎ華やぎ京都２１創造プラン
平成１３年１月策定（２００１～２００４年）

京都市基本計画第２次推進プラン
平成１６年７月策定（２００４～２００８年度）

京都未来まちづくりプラン
平成２１年１月策定（２００８～２０１１年度）

分野別計画分野別計画 具体の施策推進のための計画

同列補完

特徴：政令市で初めて各区で独自に策定
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京都市基本構想

 ２１世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想
（グランドビジョン）
・ 1999年（平成11年）12月策定

 目標年次は２０２５年

 主語は，「わたくしたち京都市民」

→「わたくしたち京都市民は，ここに，わたくしたち
が望む2025年までのくらしとまちづくりを市民の
視点から描く。」

 ２１世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想
（グランドビジョン）
・ 1999年（平成11年）12月策定

 目標年次は２０２５年

 主語は，「わたくしたち京都市民」

→「わたくしたち京都市民は，ここに，わたくしたち
が望む2025年までのくらしとまちづくりを市民の
視点から描く。」
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京都市基本構想

□ 時代認識 （文明の大きな転換期）

→ 世紀の変わり目を迎えてわたくしたちは，経済成長率の低下や少子高齢化による社会構造
の大きな変化など，社会のしくみに大きな転換を迫るような事態に直面している。

□ 京都の抱える課題
→ ①産業や観光の伸び悩み，②工場や大学の市外流出，③文化の創造力と発信力の低下，

④都心の空洞化，⑤風情ある町並みの消失

□ 京都市民の生き方
→ 信頼を基礎とする社会の再構築をめざして，京都市民の得意とするところをこれからのくら

しやまちづくりに生かしていくなかで，21世紀の社会に求められる新たな市民生活の理想を

世界に先駆けて見いだし，実現していきたい。

□ 市民のくらしとまちづくり
→ 「安らぎのあるくらし」 すべてのひとがいきいきと，安心してくらせるまち

「華やぎのあるまち」 活力と魅力あふれるまち

□ 市民がつくる京都のまち
→ 「信頼を基礎とする社会の再構築」 市民による市政参加の理念を最も充実したかたち

で実現しているまち

□ 時代認識 （文明の大きな転換期）

→ 世紀の変わり目を迎えてわたくしたちは，経済成長率の低下や少子高齢化による社会構造
の大きな変化など，社会のしくみに大きな転換を迫るような事態に直面している。

□ 京都の抱える課題
→ ①産業や観光の伸び悩み，②工場や大学の市外流出，③文化の創造力と発信力の低下，

④都心の空洞化，⑤風情ある町並みの消失

□ 京都市民の生き方
→ 信頼を基礎とする社会の再構築をめざして，京都市民の得意とするところをこれからのくら

しやまちづくりに生かしていくなかで，21世紀の社会に求められる新たな市民生活の理想を

世界に先駆けて見いだし，実現していきたい。

□ 市民のくらしとまちづくり
→ 「安らぎのあるくらし」 すべてのひとがいきいきと，安心してくらせるまち

「華やぎのあるまち」 活力と魅力あふれるまち

□ 市民がつくる京都のまち
→ 「信頼を基礎とする社会の再構築」 市民による市政参加の理念を最も充実したかたち

で実現しているまち



7

京都市基本計画

位置付け・性格
京都市基本構想を受け，京都市が２０１０年までの１０年間に市民の主
体的な参加を得て取り組む主要な政策を示すもの

策定の視点
基本構想で示された経済成長率の低下や少子高齢化などの社会経済

情勢等の認識に加え，次の点を特に計画策定の視点として明示
本格化する地方分権 京都の特性を発揮できる計画

厳しい財政状況と市政改革 政策の取捨選択・重点化

広域的な視点と地域的視点 近隣自治体との連携・地域活性化

「環境」を基軸とした政策の展開

位置付け・性格
京都市基本構想を受け，京都市が２０１０年までの１０年間に市民の主
体的な参加を得て取り組む主要な政策を示すもの

策定の視点
基本構想で示された経済成長率の低下や少子高齢化などの社会経済

情勢等の認識に加え，次の点を特に計画策定の視点として明示
本格化する地方分権 京都の特性を発揮できる計画

厳しい財政状況と市政改革 政策の取捨選択・重点化

広域的な視点と地域的視点 近隣自治体との連携・地域活性化

「環境」を基軸とした政策の展開
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京都市基本計画
特徴

基本構想の流れに沿った，従来の行政分野別の縦割りで
はない，市民の視点から見た横断的構成

「第１章 安らぎのあるくらし」，「第２章 華やぎのあるまち」
に続く，「第３章 市民との厚い信頼関係の構築をめざして」
において，市民参加と信頼の市政構築に向けた取組につ
いて明示

政策を市民とともに着実に実施することにより達成される
「２０１０年の市民のくらしとまち」のすがたについて，代表
的な指標を例示（４０項目）

計画にメリハリをつけるため，政策のなかで新規性や象徴
性等をもつ主要な事務事業を「ちょっと注目！」として例示
（１１２項目）

特徴
基本構想の流れに沿った，従来の行政分野別の縦割りで
はない，市民の視点から見た横断的構成

「第１章 安らぎのあるくらし」，「第２章 華やぎのあるまち」
に続く，「第３章 市民との厚い信頼関係の構築をめざして」
において，市民参加と信頼の市政構築に向けた取組につ
いて明示

政策を市民とともに着実に実施することにより達成される
「２０１０年の市民のくらしとまち」のすがたについて，代表
的な指標を例示（４０項目）

計画にメリハリをつけるため，政策のなかで新規性や象徴
性等をもつ主要な事務事業を「ちょっと注目！」として例示
（１１２項目）
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実施計画の概要

注）平成16年度予算は1次，２次プランに重複して計上

完了・継続43

推進中340

着手前1
（Ｈ21.8月末現在）

完了・継続67

推進中104

着手前0

完了・継続42

推進中158

着手前3

期末の進
捗

３８４１７１２０３
施策・事
業項目数

３,１００億円４,２９０億円４,０４５億円予算額

Ｈ20～23年度Ｈ16～19年度Ｈ13～16年度期間

京都未来まち
づくりプラン

基本計画第2
次推進プラン

安らぎ 華やぎ
京都21プラン

実施計画
名
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２ 現行基本計画に基づく取組状況
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環境 ～環境への負担の少ない持続可能なまちづくり～環境 ～環境への負担の少ない持続可能なまちづくり～

 平成１７年４月に全国で初めて「地球温暖化対策条例」を施行し，地球温暖化対策や廃棄物
対策，環境教育などを推進。また，平成２１年１月に「環境モデル都市」 の指定を受け，「環境
モデル都市行動計画」に基づく市民ぐるみの取組を展開中。

 温室効果ガス排出量は，基準年（平成２年（１９９０年））比４．８％減少（数値は関電係数。

全国係数では１．１％減少。日本全体は９％増加）しているものの，目標達成は厳しい状況。
また，ごみ処理量は，ごみ有料指定袋制の導入以降目標値を上回る削減率を達成。

施策例
温室効果ガス排出量

-10.0%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

H19年
（現況値）

H22
（目標値）

ごみ処理量（焼却処理する可燃ごみと
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景観 ～市民とのパートナーシップによる，優れた景観の保全・再生～景観 ～市民とのパートナーシップによる，優れた景観の保全・再生～

 ５０年後，１００年後も光り輝く京都であり続けるため，平成１９年９月に「新景観政策」を実施，

市民とのパートナーシップによる新景観政策の検証と進化に向けた取組，市域に残存する全て
の町家を対象とする「京町家まちづくり調査」を実施，歴史的な建造物の保全・再生等を図るた
め「歴史的風致維持向上計画」を策定中。また，電線類地中化事業などを推進。

 電線の見えない歩道等の延長（電線類地中化）は５３．１２ｋｍに到達

施策例 主な指標

電柱の見えない歩道等の延長（電線
類地中化等）
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文化 ～京都ならではの「文化芸術によるまちづくり」を推進～文化 ～京都ならではの「文化芸術によるまちづくり」を推進～

 京都が世界的な文化芸術都市となることを目指す「京都文化芸術都市創生条例」の制定，

京都ならではの文化芸術を発信する「京都文化祭典」，「源氏物語千年紀事業」などを実施し，
「京都国際マンガミュージアム」を開設

 市民が文化芸術を楽しむ頻度が増える傾向にあり，また京都の文化芸術に対する関心が

高いことが伺える

施策例 主な指標

文化政策に対する興味関心について

9.2%

66.7%

19.7%

2.1%2.2%

無回答 非常に興味があり,京都
の文化芸術にもっと積極
的に触れ,楽しみたい

機会があれば,京都の
文化芸術に触れ,楽し
みたい

京都の文化芸術
にあまり興味,関
心がない

その他

（資料）市政総合アンケート調査結果

関係団体で「源氏物
語千年紀委員会」を
設立し，取組を推進
するとともに，京都
市独自でも多彩な事
業を展開

平成18年度から毎年開催

文化芸術活動を楽しむ頻度が「月１回以上」
（週１～２回等も含む）である市民の割合
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観光 ～５０００万人観光都市の実現～観光 ～５０００万人観光都市の実現～

 「京都・花灯路」（東山地域及び嵯峨・嵐山地域を舞台）の開催，修学旅行生用ホームページ

「きょうと修学旅行ナビ」の開設，宇多野ユースホステルのリニューアルや，外国人観光客誘致に
向けた海外情報拠点の設置等

 入洛観光客数５０００万人を目標年次より２年早く達成。また，海外からの宿泊客数も，５年

連続の過去最高となる９４万人（１０年間で約２．４倍）を記録。

施策例 主な指標
観光客数
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福祉 ～すべてのひとが暮らしやすい社会づくりに向けた取組を推進～福祉 ～すべてのひとが暮らしやすい社会づくりに向けた取組を推進～

 「京都市民長寿すこやかプラン」や「京都市障害者施策推進プラン」に基づき，高齢者の方々や障害

のある方の福祉の向上を推進。また，「京（みやこ）・地域福祉推進プラン」に基づき，「地域の支え合
い」により安心・安全に暮らせる福祉社会の構築に向けた協働のまちづくりを推進。定率負担制を導入
した障害者自立支援法の施行に伴い，定率負担の上限額をおおむね国の２分の１とするなど京都独
自の負担軽減策「京都方式」を創設

 介護保険施設の定員増や，障害者を支援する福祉ボランティアなど福祉を支える基盤を着実に整備

障害者自立支援法の施行に伴い，平成18年4月
から1割の定率負担に見直された利用者負担に
ついて，負担上限月額を国の概ね2分の1にする
ことや，福祉サービスと医療等を重複して利用
した際の負担を軽減する総合上限制度など，「
京都方式」による独自の負担軽減策を創設しま
した。

障害者自立支援法施行に伴う「京都方式」障害者自立支援法施行に伴う「京都方式」

施策例
主な指標
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教育 ～学校・家庭・地域の意識を高め，地域ぐるみ，市民ぐるみで展開～教育 ～学校・家庭・地域の意識を高め，地域ぐるみ，市民ぐるみで展開～

 みやこ子ども土曜塾，全普通教室への冷房設備の設置，学校運営協議会の運営，「京都

まなびの街生き方探究館」の開設など，全国をリードする教育政策を推進

 中学校におけるスクールカウンセラーの配置割合は目標達成，小学校児童数は，１学級当た

り２６．４人（政令市第１位）

施策例 主な指標

１学級当たり小学校児童数（H19）
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資料：大都市比較統計年表（平成19年）
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子育て支援 ～子どもを安心して産み育てられる「子育て支援都市・京都」 ～子育て支援 ～子どもを安心して産み育てられる「子育て支援都市・京都」 ～

 小児救急医療体制の充実，子ども保健医療相談・事故防止センター「京（みやこ）あんしん

こども館」の開設，保育所の整備・定員の拡大，児童館の整備などを実施

 地域子育て支援ステーション数が着実に増加。就学前児童数に対する保育所設置割合は，政

令市で二番目に高い水準。

施策例 主な指標  地域子育て支援ステーション数
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資料：京都市保健福祉局

(注)設置割合とは，推計就学前児童数に対しての定員の割合



18

消防・防災 ～災害に強いまち・ひと・組織づくりを推進～消防・防災 ～災害に強いまち・ひと・組織づくりを推進～

 京都市地域防災計画により大規模地震及び風水害等に対する防災対策を着実に推進する

とともに，危機管理体制の構築や危機管理基本計画及び国民保護計画の策定など，予期せ
ぬ危機事象への全庁的な対応体制を強化

 年間の火災件数２２０件以下の達成，市内全域における町内版の防災行動計画の策定，文

化財市民レスキュー体制を２３５箇所構築

施策例 主な指標

10年確率降雨（62mm/h）に対応した公
共下水道施設の整備率
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市民参加 ～「信頼とパートナーシップ」を基本に市民参加を全庁的に推進～市民参加 ～「信頼とパートナーシップ」を基本に市民参加を全庁的に推進～

 市民参加推進条例を制定し，審議会委員の公募やパブリック・コメントの実施など，市民の

市政への参加を制度的に整備。また，市民活動総合支援センターにおけるNPO・市民活動団
体等による市民活動を総合的にサポート，「市政出前トーク」等による市民参画へのきっかけづく
りを実施

 市政に関心のある市民の割合は８０％を達成。ＮＰＯ法人認証数は目標を大きく上回る。

施策例 主な指標  市政に関心のある市民の割合（市政
総合アンケート調査）
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行財政改革 ～行財政改革全般にわたる構造改革の推進～行財政改革 ～行財政改革全般にわたる構造改革の推進～

 現在推進中の未来まちづくりプラン「行財政改革・創造プラン」に至るまで，間断なく

行財政改革を推進

 事務事業の見直し，公共工事のコスト縮減，職員数の適正化により大きな財政削減効果

「平成の京づくり」
推進のための市

政改革大綱

京都新世紀に向
けた市政改革行

動計画

京都新世紀
市政改革大綱

市政改革実行プ
ラン等

合 計

期 間 平成7～9年度
平成10～12年

度
平成13～15年

度
平成16～20年
度

経 費 節 減 ( 事 務

事 業 の 見直 し 等 )
約86億円 約133億円 約106.6億円 約449億円 約774.6億円

公 共 工 事 の
コ ス ト 縮 減

－ 約112億円 約102.3億円 約182.7億円 約397億円

職
員
数

減 員 数 1,246人（7～12年度） 1,100人 1,301人 3,647人

財 政効果 未算定 約124.4億円 約198.5億円 約329.6億円 約652.5億円

合 計 約86億円 約369.4億円 約407.4億円 約961.3億円 約1,824.1億円

市政改革に係るプラン及び財政効果
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市民生活実感調査でも満足度が着実に上昇
市民生活実感平均値の推移
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平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

平
均

値

華やぎ

全体

安らぎ

信頼

○ 京都市基本計画の各施策についての生活実感を５択で回答していただくアンケート（市民生活実感調査）を実施し，次の方法
により点数化する。
【点数化の方法】 「そう思う」に２点，「どちらかというとそう思う」に１点，「どちらともいえない」に０点，「どちらかというとそう思わな
い」に－１点，「そう思わない」に－２点を乗じ，それらの合計を有効回答数で除する。

○ 「安らぎ」は「第１章 安らぎのあるくらし」の45施策の平均，「華やぎ」は「第２章 華やぎのあるまち」の49施策の平均， 「信頼」は
「第３章 市民との厚い信頼関係の構築をめざして」の12施策の平均，全体は106施策の平均である。
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京都市基本計画点検結果報告書（H19.12)

基本計画推進状況に対する全般的な評価

今後の推進に向けて

○ 全１７１項目の施策や事業のすべてに着手し，着実な推進が図られている。

○ 基本計画は全体として相当達成されたと高く評価
・ 基本構想に掲げる５つの課題は多くの指標で相当の改善
・ 基本計画に掲げる４０の指標についても１２指標が目標を達成済み，２２指標が目標に

近づきつつある

あらゆる政策の基本に「環境」の視点を置きつつ，

・ 「ひととくらし」が輝くために（「子育て」「若者の夢と希望」「安心と健康」）

・ 「まち」をいきいきとするために（「市民の文化力と京都創生」「産業・まちづくりの
活性化」「交通システムの整備」）

・ 新しい時代を拓くために（「市民参加」「市民と行政の協働」）

○ 市民と行政が協力して，現行の基本計画の更なる推進
○ 平成２３年からの次期基本計画の策定準備に着手

（京都市基本計画点検委員会：西島安則委員長）
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３ 京都市を取り巻く現状と課題
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京都市の人口の推移（実績及び推計）

128.5
136.5

141.9146.1 147.3 147.9 146.1 146.4146.8 147.5 146.7144.9 142.3 138.6 134.3
129.4

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

125.0

150.0

175.0

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47

（万人）

３-１ 人口の動向

人口減少社会へ －減少する京都市の将来人口－

（国立社会保障・人口問題研究所資料による将来推計）

実績←｜→推計
H４７年

129.4万人
H17年

147.5万人
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全国よりわずかに緩やかと見込まれる京都市の減少率
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京都市人口指数

全国人口指数

実績←　→推計
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３-２ 環境の動向
変調をきたす地球の気候

年平均気温の変化傾向
（１００年あたり）
＋２．５℃ 上昇傾向
（統計期間1914～2006
年）

熱帯夜の年間日数の変
化傾向（１０年あたり）
＋４．３日 増加傾向
（統計期間1961～2006
年）

（京都気象台資料）

※ １１年移動平均・・・当年と前後それぞれ５年間
（計１１年間）の平均値
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総排出量は「横ばい」から「やや減少」傾向 「産業部門」及び「運輸部門」は減少傾向
「民生・家庭部門」及び「民生・業務部門」
は増加傾向

温暖化防止をはじめ環境対策は待ったなし

市内温室効果ガスの総排出量の推移
2007年（速報値）
基準年（1990年）比 ） ▲4.8％（関電係数）

【▲1.1％（全国係数】
○基準年：823万トン【772万トン】
○2007年(速報値)：814万トン【735万トン】

部門別二酸化炭素排出量
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京都議定書の更に先を見据えた取組が必要

 
【客観指標】　　京都グリーン購入ネットワーク会員数

151
143

130
115

0

50

100

150

200
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（会員）

【客観指標】　　ＫＥＳ認証件数

610

264

439
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0
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300

400

500

600

700

Ｈ17 H18 H19 H20

（件）

（京都市政策評価 客観指標基礎データ）

■ 京都版環境管理認証制度（KES）の認証数は堅調な伸び

■ 京都グリーン購入ネットワーク会員数は増加傾向
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ごみの減量化の進展

減少（Reduce）が進む

一般廃棄物

廃棄物の再生利用（Reｃｙｃｌ

ｅ）の進展

（京の環境共生推進計画
環境レポート）
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３-３ 人とくらしの動向

地域コミュニティの変化

（地域活動に関するアンケート調査）

若い世代が活動に参加しない（70％）

新しく転入してきた人が活
動に参加しない（５0％）
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少子・高齢化社会の進展

（各年国
勢調査）
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12.1 11.7 10.9 10.1 9.5 9.2 9.0
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H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47

実績←　→推計

年少人口比率
（0～14歳）

老年人口比率
（65歳以上）

生産年齢人口比率
（15～64歳）

京都市

全　国

京都市

全　国

京都市

全　国

京都市の高齢者比率
平成47年に31％へ

（国立社会保障・人口問題研究所資料による将来推計）
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－出生率が全国より低い京都市ー

（＊一人の女性が一生の間に産む子どもの数）
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世帯の変化 ― 単身化の進展

（国勢調査）

世帯型別世帯数の推移
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中山間地の過疎化の状況

（国勢調査）

 北部山間地域の人口推移
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各歳コーホート人口増減
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概ね学生の転入

概ね学生の転出

 人口１万人当たり大学学生数（H19）
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資料：大都市比較統計年表（平成19年）

（総数）

人口１万人当りの大学学生数
が政令市で最多

大学入学年齢（18歳）

を機に転入者が増加
し，卒業年齢（23歳）

から転出に反転。
その後も緩やかに
（30歳～40歳）転出傾

向が継続
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事業所数･製造品出荷額の推移（全事業所）

16,337

15,278

13,131

10,872

8,960

7,020

32,727
30,937

28,427

22,70527,21721,803

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

昭和55 昭和60 平成2 平成7 平成12 平成17

事
業
所
数

（
事
業
所

）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

製
造
品
出
荷
額
等

（
億
円

）

事業所数 （事業所）
製造品出荷額等 （億円）

３-４ 産業とまちの動向

事業所数・出荷額の減少

平成17年の製造品出荷
額は平成2年の約69％

平成17年の事業所数は
昭和55年の43％

（工業統計調査）
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商業　年間商品販売額の推移
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観光客5000万人突破

Ｈ20年 5,021万人

（京都市観光調査年報）

観光客5000万人構想（発表）

「東山・花灯路」開始

「ビジット・ジャパン・キャンペーン」開始

「海外情報拠点」の設置開始

「Kyoto Winter Special」開始

「嵐山・花灯路」開始
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低迷する地価

（地価公示）

住宅地平均地価の推移（地価公示）
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３-５ 京都市の財政状況

市民一人当たり市税収入（平成２０年度決算）

市民税
111,002

市民税
91,770

固定資産税
101,687

固定資産税
74,424

その他

40,238

その他
27,890

市民税
86,147

固定資産税
68,382

その他
27,032

0 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 225,000 250,000 275,000

（参考）
大 阪 市

他政令指定
都市平均

京 都 市京都市

市税合計
194,084円

市税合計
181,561円

指定都市平均との差額
12,523円

市税合計
252,927円

大阪市との差額
71,366円

円

極めてぜい弱な京都市の財政基盤

差額１２,５２３円×京都市人口147万人

＝約１８４億円もの差
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地方交付税の大幅な削減

国の三位一体改革の影響等により，近年，大幅に削減

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

1307億円

1118億円
1142億円

965億円

827億円

この間の市税収入
の増（３２２億円)を

大きく上回る削減

801億円

△506億円（△３9％）

全国平均は△２4％
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収入の減少と義務的な経費の増加

市税，地方交付税などの一般財源は，近年，減少傾向にあります。

その一方で，京都市はこれまでから福祉施策に力を入れてきたことなどから，

義務的な経費は増加の一途をたどっています。
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市税収入，一般財源収入，義務的経費等の推移

義務的経費等
(義務的経費＋繰出金（国民健康保険，介護保険，長寿医療等関連経費）)

※※義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費（借金の返済）

一般財源収入
（市税＋地方交付税など）

市税収入

（扶助費＝生活保護，保育所運営費，医療給付費など）

義務的経費等は
増加の一途 平成７年度の

水準まで低下



44

実質赤字比率

早期健全化基準 財政再生基準

11.25％

16.25％

25％

400％

20％

40％

35％

財
政
健
全
化
団
体

財
政
再
生
団
体

0.87％

8.63％

12.0％

240％

本市の数値

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

H２０年度はＨ１９年度に引き続き，連結実質赤字を計上

20年度決算から財政健全化法が本格的に施行され，今後の財政運営は，一般会計
のみならず全会計を見据えた連結の視点が一層重要となります。

本市は，一般会計の実質収支が赤字（30億円）となったことから実質赤字比率が
0.87％となったほか，

国民健康保険事業，市バス・地下鉄事業において赤字となっていることなどから，
19年度に引き続き連結実質赤字を計上しています。
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特に市バス・地下鉄事業は深刻な状況

20％ 本市

市バス事業

59.7％

資金不足比率

経営健全化基準

本市

地下鉄事業

133.5％

経営健全化団体

特に，市バス・地下鉄事業は，経営健全化基準である20％を超えているため，
法に基づく経営健全化計画を策定することとなります。
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４ 京都未来まちづくりプラン
～門川市政が進める４年間の実施計画～

平成２１年１月策定
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京都未来まちづくりプラン策定の基本的な考え方

１ 市民との「共汗」と政策の「融合」で
未来の京都づくり

２ 計画は平成20年度～23年度までの
4年間

３ 「政策推進プラン」と「行財政改革・
創造プラン」を一体化

「住んでて良かったね。」と言える未来の京都を目指して，市民の力や
地域の力がいかんなく発揮され，市役所がしっかりとそれをサポートす
る，市民の皆様との「共汗」と政策の「融合」で未来の京都づくりを推進

政策の推進と市政改革・財政健全化との取組がより緊密になるよう，
「政策推進プラン」と「行財政改革・創造プラン」を一体化して策定
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「政策推進プラン」の３つの役割

① 「未来の京都 まちづくりマニフェスト」の実現

② 京都市基本計画の総仕上げ

③ 次期京都市基本計画への架け橋

京都の「地域力」，「文化力」，「人間力」を融合して「京都力」を高め，地域主権時代のモデル都
市・京都を確立するため，門川市長の「未来の京都 まちづくりマニフェスト」に掲げられた１２４
の施策を実現するための具体的な事業を盛り込む

平成２０年度までを計画期間とする「京都市基本計画第２次推進プラン」を引き継ぎ，必要な
施策・事業に継続して取り組むなど，基本計画の総仕上げを図る

次期の基本計画の初年度に当たる平成２３年度の主な取組も政策推進プランに盛り込むこ
とにより，次期基本計画の円滑な策定につなげる
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「政策推進プラン」策定の方針

① 「未来の京都 まちづくりマニフェスト」項目すべてを盛り込む

② 「共汗」による市政運営の推進を最重視
・ 市民と共に汗する「共汗」の仕組みづくりにつながる施策・事業を最重視
・ 公民役割分担と協働のもとで各種事業を進めるよう留意

③ 「融合」等により，効果的で無駄のない施策・事業の磨き上げ
・ 市民の目線で行政の縦割りを打破し，一つの施策・事業が多様な効果が得られ，また，無

駄なく効率的推進するために，多様な角度から施策・事業を磨き上げ

④ 財政健全化と両立
・ 極めて深刻な京都市の財政状況を踏まえ，策定作業において「行財政改革・創造プラン」と

整合を図りつつ策定

⑤ 情報公開と説明責任を徹底

⑥ 進化する計画
・ ４年間のあらゆる変化に対応し，その時々に市民の皆様にとって最もよい結果になるよう

に，社会経済状況の変化や市民の皆様からの御意見・御提案，各年度の財政状況等を
踏まえ，プラン策定後も適宜必要な見直しを実施
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政策の体系

＜基本方向＞

１ 地球にやさしい環境共生のまち

づくり

２ 公共交通優先の「歩いて楽しい

まち」の実現

３ 「世界で最も美しい都市・京都」の

推進

４ 京都創生を推進し，都市の魅力を

更に向上

５ 豊かな自然と緑を守り育てる

＜基本方向＞

１ 人権尊重のまちづくり

２ 誰もが安心で健やかに暮らす

３ 子どものいのちを守り育む

４ 笑顔・健康都市の実現

５ 災害からいのちを守る

６ 市民の暮らしを支える都市基盤

の整備

＜基本方向＞

１ 産学公の知恵で新産業を創出

２ 京都ならではの産業の振興

３ ２１世紀の活力を担う南部地域の

魅力あるまちづくり

４ お年寄りをはじめ市民の知恵と

経験で京都づくり

５「和の文化」を深め，世界に発信

６「大学のまち・京都」の魅力を

更に向上

＜基本方向＞

１ 次代を担う子どもたちをしっかり

育成

２ 幅広い市民の英知の結集で未来の

京都づくり

３ 自治・自立・協働のまちづくり

４ 若者が夢と希望を持って挑戦できる

まちづくり

５ 学生や留学生の活躍で京都が

はつらつと

６ 誰もが，いつでもどこでも

スポーツに親しめるまちづくり

＜基本方向＞

１ 不祥事を根絶し，市民に信頼

される市役所づくり

２「同和行政終結後の行政の在り方

総点検委員会」設置

３ 市民参加と現地・現場主義で

市役所を抜本改革

４ 「笑顔・親切・ていねい・テキ

パキ」な窓口サービスの推進

５ 市民感覚を徹底し，活気あふれる

市役所づくり

６ 未来の京都をつくる徹底した

行財政改革・創造

いのち

環境

刷新

知恵

ひと

京都市政を進める上で
の５つの視点（京都力向上

策）を掲げ，２９の
政策（基本方向）で
構成しています。

知恵知恵 環境環境

刷新刷新 ひとひと

いのちいのち
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「政策推進プラン」の内容
〇 ５つの京都力向上策（「いのち」，「環境」，「知恵」，「ひと」，「刷新」）と，

２９の基本方向に沿って，今後４年間で取り組む主な施策・事業を
掲載
■ 施策項目数：１３６施策
■ 経費推計の総額：約３，１００億円（約５，６００億円）

※金額は事業費ベース。（ ）は中小企業金融支援事業：約２，５００億円を含めた金額

① 原則，すべての事業に「共汗指標」を設定
② 特に重点的に取り組む４つの重点分野を設定し，優先的に予算を

配分
③ 重点分野ごとに「融合モデル」（案）を作成し，今後，更なる磨き

上げ
【重点分野】

◆ 市民のいのちと暮らし，安心・安全を支える施策（セーフティネット）
◆ 地球温暖化対策，低炭素社会の構築に資する施策
◆ 「歩いて楽しいまち」の実現と地下鉄，市バスの増収・増客に寄与する施策
◆ 未来の京都への先行投資，京都の新たな魅力を創出する施策
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「行財政改革・推進プラン」の概要

プランの目標

① 市民感覚・民間経営感覚による行政運営の確立

② 京都の未来に責任を持つ財政運営の確立

＜主な取組目標＞

☆市民共汗サポーターを延べ１０万人登録 （平成２３年度までの４年間）

☆未来の京都をつくるための予算を36億円確保 （毎年）

☆１，３００人職員削減 （平成２３年度までの４年間）

☆財政健全化団体とならないよう，連結実質赤字比率を16. 25%（早期

健全化基準）未満に抑制 （毎年）

☆市債残高の減少を目指し，市債発行額（臨時財政対策債を除く）を
20％縮減

（平成２３年度までの４年間）
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「行財政改革・推進プラン」の推進項目

１ 行政運営手法の改革
２ 歳出構造の見直し
３ 歳入の確保
４ 市民サービスの改革
５ 庁内の改革
６ 公営企業・特別会計の改革
７ 外郭団体の改革
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一般会計における中期財政収支見通し（平成21年10月試算）

京都未来まちづくりプラン
における財政収支見通し △９６４億円 △２７８億円 △３２０億円 △３６６億円

21～23年度の財源
不足額総額 21年度 22年度 23年度

京都未来まちづくりプランにおける行財政改革・創造の取組の推進
○ 平成21年度当初予算における取組により，21年度の財源不足△278億円を解消

○ 職員数の削減などについては，取組効果が後年度に継続するため，２２，２３年度の財源不足も縮小
○ 残る２年間の財源不足△３５５億円についても，プランの取組を着実に推進し，解消を図る

２１年９月時点の状況を踏
まえ，歳入・歳出の再算定を
行ったところ（試算）

△３５５億円 (ｱ) － △１５１億円 △２０４億円

21～23年度の財源
不足額総額 21年度 22年度 23年度

△５９６億円 (ｲ) △２７８億円 △３１８億円

2２，23年度の財源
不足額総額 22年度 23年度

△２４１億円 △１２７億円 △１１４億円

行財政改革・創造
プランの取組の推

進の結果

京都未来まちづくりプランに掲げた行財政改革・創造の取組をなお一層の推進が必要

財源不足の拡大額(ｲｰｱ)

財源不足
額の縮小

財源不足
額の拡大
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京都市基本構
想（H11.12），京
都市基本計画
（H13.1）

徹底した
職員参加

徹底した
市民参加

本日，次期基本計画の策定に向けて新たなスタート
１年間の長丁場ですが，御審議のほど

よろしくお願い致します。

次期基本計画に向けて！

第１次・２次推
進プラン（H13.3，

H16.7）

京都市基本計
画点検委員会
（H19.12）

京都未来まち
づくりプラン
（H21.1）

未来の京都創
造研究会
（H21.8）



京都市基本計画審議会の構成 

 

＜総   会＞ 

（７０名） 

＜融 合 委 員 会＞ 

 正副会長，正副部会長，「未来の京都創造研究会，京都

市未来まちづくり 100 人委員会，未来の担い手・若者会

議Ｕ３５」の各代表（計 15 名）  

＜共 汗 部 会＞ 
正副会長以外の委員 

うるおい部会   (１７名) 
分野：環境，市民生活，文化など 

 主管局：環境政策局，文化市民局 

活性化部会  （１７名） 
分野：産業，観光，行政経営など 

 主管局：行財政局，総合企画局，産業観光局 

すこやか部会 （１６名） 
分野：福祉，保健，教育など 

 主管局：保健福祉局，教育委員会 

まちづくり部会（１６名） 
分野：都市計画，住環境，都市基盤など 

 主管局：都市計画局，建設局，消防局，交通局，上下水道局 



京都市基本計画審議会委員部会別名簿 
（５０音順，敬称略，平成２１年１０月５日現在） 

 

【うるおい部会】（１７名） 

 

・ 朝原
あさはら

 宣
のぶ

治
はる

 北京オリンピックメダリスト，大阪ガス株式会社 

・ 浅利
あ さ り

 美鈴
み す ず

 京都大学環境保全センター助教 

・ 安保
あ ぼ

 千秋
ち あ き

 弁護士 

・ 池 坊
いけのぼう

 由紀
ゆ き

 華道家元池坊次期家元 

・ 石田
い し だ

 捨
すて

雄
お

 株式会社京都環境保全公社取締役会長 

・ 板倉
いたくら

 豊
ゆたか

  西京区基本計画策定審議会議長，京都精華大学人文学部環境社会学科教授 

・ 乾
いぬい

 亨
こう

     立命館大学産業社会学部教授 

・ 江頭
えがしら

 節子
せ つ こ

 弁護士 

・ 遠藤
えんどう

 有理
ゆ り

 公募委員 

・ 小幡
お ば た

 正雄
ま さ お

 公募委員 

・ 朧
おぼろ

谷
や

 壽
ひさし

 上京区基本計画策定委員会委員長，同志社女子大学名誉教授 

・ 梶田
か じ た

 真
しん

章
しょう

 本山獅子谷法然院貫主 

・ 茂山
しげやま

 千
せん

三郎
ざぶろう

 大蔵流狂言師 

・ 仲上
なかがみ

 健一
けんいち

 下京区基本計画策定委員会座長，立命館大学政策科学部政策科学研究科教授 

・ 濱崎
はまさき

 加奈子
か な こ

 伝統文化プロデュース連ＲＥＮ代表 

・ 細田
ほ そ だ

 一三
か ず み

 日本労働組合総連合会京都府連合会事務局長 

・ 村井
む ら い

 信夫
の ぶ お

 各区市政協力委員連絡協議会代表者会議幹事 

 

 



京都市基本計画審議会委員部会別名簿 
（５０音順，敬称略，平成２１年１０月５日現在） 

 

【活性化部会】（１７名） 

 

・ 秋月
あきづき

 謙吾
け ん ご

 京都大学大学院公共政策連携研究部教授 

・ 麻生
あ そ う

 圭子
け い こ

 エッセイスト 

・ 市川
いちかわ

 貢
みつぐ

  北区基本計画策定懇談会座長，京都産業大学経営学部教授 

・ 岩井
い わ い

 吉彌
よ し や

 元京都大学大学院農学研究科教授 

・ 柏原
かしはら

 康夫
や す お

 株式会社京都銀行頭取，社団法人京都市観光協会会長，社団法人京都府観光連盟会長 

・ 河村
かわむら

 律子
り つ こ

 立命館大学国際関係学部国際関係学科准教授 

・ 篠原
しのはら

 総一
そういち

 同志社大学大学院経済学研究科教授 

・ 孫
そん

 美幸
み へ ん

  立命館大学大学院社会学研究科博士後期課程 

・ 髙
たか

嶋
しま

 学
まなぶ

  京都府政策企画部長 

・ 田中
た な か

 翔
しょう

  公募委員 

・ 辻
つじ

 俊子
と し こ

  公募委員 

・ 新川
にいかわ

 達郎
たつろう

 未来の京都創造研究会座長，同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 

・ 西村
にしむら

 明美
あ け み

 柊家株式会社取締役 

・ 橋爪
はしづめ

 紳也
し ん や

 伏見区基本計画策定委員会座長予定者，大阪府立大学観光産業戦略研究所長 

・ 平井
ひ ら い

 誠一
せいいち

 京都市未来まちづくり 100 人委員会代表幹事，株式会社西利代表取締役専務 

・ 堀場
ほ り ば

 厚
あつし

  京都経済同友会特別幹事，株式会社堀場製作所代表取締役会長兼社長 

・ 松山
まつやま

 大耕
だいこう

 未来の担い手・若者会議Ｕ３５議長，妙心寺塔頭・退蔵院副住職 

 

 
 



京都市基本計画審議会委員部会別名簿 
（５０音順，敬称略，平成２１年１０月５日現在） 

 

【すこやか部会】（１６名） 

 

・ 荒牧
あらまき

 敦子
あ つ こ

 社団法人認知症の人と家族の会京都府支部代表 

・ 大前
おおまえ

 絵
え

美
み

 公募委員 

・ 加藤
か と う

 博史
ひ ろ し

 龍谷大学短期大学部社会福祉科教授 

・ 繁田
し げ た

 正子
ま さ こ

 京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学講師 

・ 菅原
すがはら

 さと子
こ

 社団法人京都市私立幼稚園協会前副会長 

・ 竹下
たけした

 義樹
よ し き

 社団法人京都市身体障害者団体連合会副会長，弁護士 

・ 田中
た な か

 誠二
せ い じ

 学校法人大和学園学園長 

・ 津止
つ ど め

 正敏
まさとし

 南区基本計画策定委員会代表，立命館大学産業社会学部現代社会学科教授 

・ 長屋
な が や

 博久
ひろひさ

 京都市ＰＴＡ連絡協議会前副会長 

・ 西岡
にしおか

 正子
しょうこ

 佛教大学四条センター所長・教育学部教育学科教授 

・ 西脇
にしわき

 悦子
え つ こ

 京都市地域女性連合会会長 

・ 原
はら

 健
たけし

  社会福祉法人京都市社会福祉協議会会長 

・ 本村
もとむら

 哲
てつ

朗
ろう

 公募委員 

・ 森
もり

 洋一
よういち

  社団法人京都府医師会会長 

・ 山内
やまうち

 五百子
い ほ こ

 社団法人京都市保育園連盟常任理事 

・ 山
やま

折
おり

 哲雄
て つ お

 東山区基本計画策定委員会座長，宗教学者 
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・ 上村
うえむら

 多恵子
た え こ

 詩人，京南倉庫株式会社代表取締役社長 

・ 大島
おおしま

 祥子
さ ち こ

 スーク創生事務所代表，楽洛まちぶら会事務局 

・ 織田
お だ

 直
なお

文
ふみ

 山科区基本計画策定委員会座長，京都橘大学現代ビジネス学部都市環境デザイン学科教授  

・ 上総
か ず さ

 周
しゅう

平
へい

 国土交通省近畿地方整備局長 

・ 加茂
か も

 みどり 大阪ガス株式会社エネルギー・文化研究所主任研究員 

・ 川崎
かわさき

 雅史
ま さ し

 京都大学大学院工学研究科教授 

・ 小島
こ じ ま

 冨
ふ

佐
さ

江
え

 ＮＰＯ法人京町家再生研究会理事・事務局長 

・ 齊藤
さいとう

 修
おさむ

  京都新聞社代表取締役社長 

・ 髙
たか

田
だ

 光雄
み つ お

 京都大学大学院工学研究科教授 

・ 谷口
たにぐち

 知
とも

弘
ひろ

 中京区基本計画策定委員会座長，同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 

・ 塚口
つかぐち

 博司
ひ ろ し

 立命館大学理工学部都市システム工学科教授 

・ 土井
ど い

 勉
つとむ

  右京区基本計画策定委員会座長，神戸国際大学経済学部都市環境・観光学科教授  

・ 富樫
と が し

 ひとみ 公募委員 

・ 藤井
ふ じ い

 聡
さとし

  京都大学大学院工学研究科教授 

・ 藤田
ふ じ た

 晶子
あ き こ

 株式会社京都リビング新聞社営業・編集統括マネージャー 

・ 光本
みつもと

 大助
だいすけ

 公募委員 
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・ 会長 

・ 副会長 

・ 副会長 

・ 副会長 

・ うるおい部会部会長 

・ うるおい部会副部会長 

・ 活性化部会部会長 

・ 活性化部会副部会長 

・ すこやか部会部会長 

・ すこやか部会副部会長 

・ まちづくり部会部会長 

・ まちづくり部会副部会長 

・ 新川
にいかわ

 達郎
たつろう

 未来の京都創造研究会座長， 

同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 

・ 平井
ひ ら い

 誠一
せいいち

 京都市未来まちづくり 100 人委員会代表幹事， 

株式会社西利代表取締役専務 

・ 松山
まつやま

 大耕
だいこう

 未来の担い手・若者会議Ｕ３５議長， 

妙心寺塔頭・退蔵院副住職 

 

（計１５名） 
 
 


